
(第１号様式）
※下記枠内は記入しないで下さい。
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了承のうえ下記試験を依頼します。　 号

（※  右欄にご了承のチェックを入れて下さい。 ）

年 月 日

試験依頼者 〒 － ＴＥＬ ＦＡＸ
住所

氏名 Ｅ-ＭＡＩＬ
又は名称

非認証輸入 改造等

ＮＯｘ・ＰＭ法 その他(　　　　　　　    ) 年規制

- -

Ｄ  G Ｄ  G 

※ WMTCモードのみ
　最高速度≧140Km/hの確認

月 日  以降受験可能 所属 氏名

ＴＥＬ ＦＡＸ

〒　　　　　　　　　　　－ TEL - -

住所

氏名又は名称

注 １．この依頼書のコピー（受付済）又は受付確認書が受験票となりますので、他の書類 (諸元表等)と共に試験場に提出して下さい。

２．添付資料：通関証明書原本（非認証輸入車）、車検証等の写し（改造車等、ＮＯｘ・ＰＭ法、その他）

３．自動変速機（Ａ/Ｔ）付車は１３（６）モード試験が実施できません。詳しくはお問い合わせください。

４．平成５年規制以降のディーゼル車はＰＭ、平成３０年規制以降のディーゼル車は、順次ＰＮ測定が必要になります。

５．平成２１年規制のガソリン直噴車（吸蔵型窒素酸化物還元触媒付き）はＰＭ測定が必要です。事前に自動車技術総合機構に確認のうえ、ご依頼ください。

６．平成３０年規制のガソリン直噴車はＰＭ、ＰＮ測定が必要になる場合がありますので、事前に自動車技術総合機構に確認のうえ、ご依頼ください。

７．非認証輸入車、改造車等の排出ガス試験でＰＮ測定をご希望される場合は、ＰＭ測定を合わせて実施いたします。

８．非認証輸入車、改造車等、ＮＯｘ・ＰＭ法（変更部位あり）の排出ガス試験は写真証明が必要になります。

９．ＷＭＴＣモードで最高速度≧140Km/hの確認のための走行を希望される場合の料金は不要です。

１０．当協会は、試験等に関連して生じた依頼者及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、一切の責任を負いません。

　　ただし、当協会に故意または重過失がある場合は適用しません。

１１．試験実施予定日直前での試験日程の変更及びキャンセルは理由の如何に関わらず、キャンセルポリシーに基づきキャンセル料が発生します（不可抗力を除く）。

JATA 2026.4

試 験 依 頼 書
受付年月日        　　　　　年　   　　月  　 　　日

依頼番号

公益財団法人日本自動車輸送技術協会　殿
排出ガス

別紙 「自動車排出ガス試験及び加速走行騒音試験等のご案内」（2025.4）、「排出

ガス試験を実施するに当たっての注意事項」（2021.4）、「加速走行騒音試験実施に 騒　 　音

当たっての注意事項」（2023.2)、及び「排出ガス試験に係るお願い」（令和3年4月）を

車　名 型式又は車両種別 車台番号（シリアル番号）

輸入者名（輸入車の場合） 扱い区分　（該当区分にチェックして下さい） 排出ガス規制対象

 昭和　　平成　　令和

日常連絡の取れる電話番号 使 用 燃 料 等 ガソリン　・　軽油　・　ハイブリッド　・　プラグインハイブリッド

該当個所にチェック又は〇をして下さい。（下記欄のＤはディーゼル、 Ｇ はガソリン）

四輪車試験項目(モード) 四輪車試験項目(モード) 騒音試験項目 二輪車試験項目(モード) 受験時の駆動輪

WLTC（PM ・PN） 10・15/11　　　 R５１－０３（４輪車） WMTC・NMHC計測(令和2年規制) 前　輪

WLTC（PM） 10/11　　　 R４１－０４（２輪車） WMTC 後　輪

WLTC 10・15（PM：有・無） 加速走行騒音 全　輪

JC08H+JC08C（PM：有・無） 10 変速機

10・15+JC08C　 二輪車 Ａ/Ｔ

10・15+11(ｺﾝﾊﾞｲﾝ) ＪＥ０５（PM：有・無） Ｍ/Ｔ

整備・対策完了日 試験日通知等の連絡者氏名・電話番号・ＦＡＸ番号

写真証明希望の有無(NOX･PM法、その他等)

有  　　　　　    無

騒音防止性能確認標章希望の有無 宅急便による送り先 (上記依頼者以外の場合）

(非認証輸入車、改造車の加速騒音試験合格時）

　　　　　　　　有  　　　　　    無　　　（有料）

試験成績表の受領方法(希望に○）

昭島研究室　・　宅急便（着払い）

 で受け取り希望。 試験料金銀行振込名義（試験依頼者、輸入者以外の場合）

※上記に○のない場合は試験依頼者宛に

      着払い宅急便にて発送いたします。

備考欄 (改造の場合は変更部位を具体的に解説して下さい） 協会記入欄
受
付
者
印

成績表受領欄　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

※ご記入の際、ご不明な点がございましたらお問い合わせくださ

自動車技術総合機構の各事務所にご確認のうえご依頼くださ


